
 

資料１－１ 

ひょうご障害者福祉計画及び障害福祉推進計画の概要 

 

 ひょうご障害者福祉計画 兵庫県障害福祉推進計画 

根拠 

障害者基本法第11条第２項 

都道府県は障害者基本計画を基本とする

とともに、当該都道府県における障害者

の状況等を踏まえ、当該都道府県におけ

る障害者のための施策に関する基本的な

計画を策定しなければならない。 

障害者総合支援法第89条第１項 

都道府県は、(略) 各市町村を通ずる広

域的な見地から、障害福祉サービスの

提供体制の確保その他この法律に基づ

く業務の円滑な実施に関する計画を定

めるものとする。 

位置 

付け 

・ 

内容 

 法律上定めるべき事項は明記されてい

ないが、 

○同法第10条に基づき、施策は、障害者

の性別、年齢、障害の状態及び生活の

実態に応じ、かつ、有機的連携の下に

総合的に策定、実施する必要がある。 

○施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、同法第11条第１項に基づき国が

策定する障害者基本計画を基本とす

る。 

○障害者基本計画では、教育、文化、年

金、職業、雇用、消費者保護、医療、

介護、療育、相談、住宅確保、バリア

フリー、防災、防犯等について定めら

れている。 

（法定事項） 

○障害福祉サービス及び地域生活支援

事業の提供体制の確保に係る目標 

○障害保健福祉圏域ごとの障害福祉サ

ービス等の必要な見込量 

○入所施設の必要入所定員総数 

○地域生活支援事業の種類ごとの実施

に関する事項 

（定めるよう努めるべき事項） 

○障害保健福祉圏域ごとの障害福祉サ

ービス等の必要な見込量の確保のた

めの方策 

○障害保健福祉圏域ごとの指定障害福

祉サービス、相談支援従事者の確保

又は資質向上のための措置 

○入所施設サービスの質の向上のため

の措置 等 

計画

期間 

法律上規定なし 

現行プランは27～32年度（6か年） 

同法第87条に基づき厚生労働大臣が定

める「基本指針」で３年と規定 

現行計画は27～32年度 

 



ひょうご障害者福祉計画・障害福祉推進計画の政策評価（ＰＤＣＡサイクル）

①障害者計画（ひょうご障害者福祉計画）と障害福祉計画（兵庫県障害福祉推進計画）を一体的な総合基本計画として統合し、
６年間の中長期的なビジョンを描くプランと、短期的な実施計画を描く計画部分とで構成する。
②兵庫県障害福祉審議会において毎年度の進捗状況の評価を行い、必要に応じて目標等（計画該当部分）を見直すとともに、
３ヵ年終了時点で総合的な評価を行い、令和６～８年度の新たな実施計画を策定する。
③プランを進捗状況に合わせて見直す仕組みとすることで政策評価を行い、ＰＤＣＡサイクルを機能させる。

資料１－２

H26年度H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

ひょうご障害者福祉計画
（第2期）

障害福祉推進計画
（第6期）

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度区分

都道府県
障害者
基本計画
（根拠法：
障害者基本

法）

都道府県
障害福祉計画
（根拠法：
障害者総合
支援法）

ひょうご障害者福祉計画

障害福祉計画
（第4期）

障害福祉推進計画
（第5期）

兵庫県障害福祉計画
（第2期）

兵庫県障害福祉計画
（第3期）

ひょうご障害者福祉プラン
（旧プラン）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

5カ年計画

3カ年計画 3カ年計画

6カ年計画 6カ年計画

年
度
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価

年
度
評
価

年
度
評
価

年
度
評
価

年
度
評
価

年
度
評
価

年
度
評
価

年
度
評
価

年
度
評
価

年
度
評
価

※障害福祉計画部分の評価・検証

※障害福祉計画の評価・検証

PDCA＝Plan：計画→Do：実行→Check：評価→Act：改善の４段階を繰
り返すことにより、業務を継続的に改善する

統
合



ひょうご障害者福祉計画～自分で決める 自分の生き方 みんなでつなぐ 共生の社会～ 概要

■障害者虐待防止法の成立［平成23年６月］
・養護者・施設従事者・使用者による虐待の防止
■障害者基本法の改正［平成23年７月］
・障害者の定義見直し（精神障害に発達障害を含む）
■障害者総合支援法の成立［平成24年６月］
・障害者の範囲の見直し（難病等を追加）
■障害者優先調達推進法の成立［平成24年６月］
・公契約における障害者就業促進のための措置
■障害者雇用促進法の改正［平成25年６月］
・精神障害者の雇用義務化（法定雇用率算定式見直し）
■障害者差別解消法の成立［平成25年６月］
・差別的取扱・合理的配慮の不提供の禁止
■精神保健福祉法の改正［平成25年６月］
・地域移行の促進（保護者制度廃止、退院促進体制整備）
■障害者権利条約の批准［平成26年１月］
・障害者の固有の尊厳の尊重を促進

障害者を取り巻く法環境

将来障害者人口の推計

・医療技術の発達や障害福祉サービスの充実等により今後は障害
者の高齢化もさらに進展

・生産年齢人口の減少に伴い、社会の担い手の一員たる労働者と
しての障害者雇用の促進

障害者福祉が直面する９つの課題

①意思決定と意思決定支援の促進
意思決定を見守るほか、表情等の読取に努めていくことが必要

②相談支援・権利擁護の推進
相談支援体制の整備や虐待防止・差別解消等の推進が必要

③多様化・重度化する障害への対応
高次脳機能障害や難病、重症心身障害児・者支援等が必要

④障害のある子どもへの支援
子ども・子育て支援施策の後方支援としての専門支援が必要

⑤高齢化への備え
介護保険との円滑な連携や親亡き後を見据えた支援が必要

⑥障害のある女性への支援
同性による介助の促進等、女性の視点に立った支援が必要

⑦就労支援の強化
適性や能力に応じた多様な就業環境の整備等が必要

⑧すまいの選択
多様なすまいの提供や居住環境向上、地域交流の促進等が必要

⑨ユニバーサルデザインの推進
バリアフリーの進展やICT機器を活用した支援の推進等が必要

※現在の障害発生率が今後も一定であることを前提に、国立社会保障・人口問題
研究所の将来推計人口を基に推計

主体 役割の内容

・第３期兵庫県地域福祉支援計画に定める役割分担に基づき、NPO法人
等民間との協働のもと、国や市町とともに効果的に計画を推進

国
○全国的に統一して定めることが望ましい基本方針の決定
○全国的規模・視点で行うべき施策・事業の実施 等

県
○市町だけでは対応困難又は非効率な広域的、専門的な福祉ニーズへの対応
○先進的な取組の企画・実施による市町への普及
○専門的人材の育成 等

市町
○地域の生活課題（ニーズ）の把握及び事業実施による対応
○公的な福祉サービスの提供体制の整備
○住民への情報提供・相談支援体制の整備 等

・サービスの提供体制を県域／圏域／市町域に区分し、居宅
介護等の訪問サービス等については原則、市町域で整備

区分 整備するサービス等の内容

市町域

圏 域
○短期入所 ○自立訓練 ○就労継続支援Ａ型
○就労移行支援 ○児童発達支援センター

県 域
○療養介護 ○施設入所支援 ○障害児入所支援

○居宅介護等訪問サービス ○グループホーム
○相談支援 ○障害児相談支援 ○生活介護
○就労継続支援Ｂ型 ○児童発達支援
○放課後等デイサービス ○保育所等訪問支援

計画策定の背景１ 計画推進の体制２ 障害福祉サービス等の供給体制３

施策分野ごとの取組体系５

生活基盤づくり 障害のある人が、支援者
とともに自分に必要な
サービスを選択できる環
境が整備され、充実した
生活基盤の上で毎日を過
ごすことができる社会

障害のある人が年齢や能
力・特性に応じた十分な
教育を受け、自分が興味
を持つ地域活動に進んで
参加することができる社
会

障害のある人が、適性や
能力に応じた職業や多様
な働き方のもとで、意欲
を持って生き生きと働く
ことができる社会

障害のある人が自分で選
んだ地域・住居等に住み、
必要な支援のもとで快適
に暮らすことができる生
活環境が整備された社会

障害のある人が、基本的
人権を享有する個人とし
て人格や個性、選択の機
会が尊重され、安全安心
で、差別のない環境を享
受できる社会

めざすべき理想像

教育・社会参加

しごと支援

くらし支援

安全安心

実現したいこと

(1) 障害福祉サービスを担う人「財」力を強化し、障害のある人が地域で適切な相談が受けら
れる体制の構築

(2) 障害のある子どもを地域で支え、健やかな成長を叶える支援基盤の確保
(3) 地域特性を踏まえた質の高いサービスを受給できる環境の実現
(4) 障害特性に応じた重層的な保健・医療が提供できる基盤の整備
(5) 難治性疾患患者が安心して地域で暮らすことができる支援体制の整備
(6) 罪を犯した障害のある人を早期段階から支え、必要とする福祉的支援のもとで社会復帰が

できる生活支援体制の実現

(1) インクルーシブ教育システムの構築に向けた特別支援教育の充実
(2) 早期からの幼児児童生徒を支えるライフステージ（入学・卒業・就職等人生の節目）に応

じた適切な指導と継続的な相談・支援の充実
(3) 障害のある児童生徒が安心して学習できる教育環境の整備
(4) 障害のある人の交流活動を促進し、芸術文化やスポーツ、ツーリズム（観光行動）を満喫

できる支援体制の構築

(1) 障害特性や能力に応じた多様な働き方が可能な就業環境の実現と自己選択可能性の確保
(2) 障害のある人が適性に応じて能力を発揮し、意欲を持って働ける一般就労の場の拡大
(3) 障害のある人が適性に応じて能力を発揮し、更なるチャレンジ（挑戦）を実践するための

福祉的就労における工賃水準の向上
(4) 住み慣れた地域で適切な就職相談や職業訓練を受講できる体制の構築
(5) 一般就労・福祉的就労の密接な連携による就労移行と加齢等による就労から福祉への円滑

な移行の実現

(1) 全ての人が障害のある人の権利や多様性を尊重し、差別の解消を通じて相互の信頼が確立
された住みよい社会の構築

(2) 防災対策を進め、障害のある人が安心して暮らせるまちづくりの推進
(3) 地域の防犯ネットワーク（連携）を強化し、障害のある人が安心して毎日を暮らせる防犯

体制の構築
(4) 阪神・淡路大震災の経験と教訓を生かした被災した障害のある人に対する支援やこころの

ケアの強化

主な取組施策例

(1) 多様なニーズや生活設計に合わせたすまいの整備による、障害のある人の生活環境の向上
(2) 障害のある人が、必要な支援のもとで地域での暮らしを楽しむことができる環境づくり
(3) ユニバーサルな社会づくりの視点のもとに、障害の有無を意識することなく暮らすことが

できるまちづくりの実現
(4) 視覚・聴覚障害のある人等がICT（情報通信機器）等を活用して様々な情報にアクセス

（到達）し、必要に応じて支援を受けながら自らの意思を伝達できる環境の整備

○相談支援体制の構築と質の高い人材の養成
○障害のある子どもと家族全体を視野に含めた早期支援
○重症心身障害児・者入所施設の地域偏在解消・運営支援
○高齢化した障害のある人に対する見守り体制の充実
○障害福祉サービス事業所等での同性による介助の促進
○身体合併症への対応を含む精神科救急医療体制の整備
○難病医療相談や療養生活相談、就職支援の充実
○障害のある触法者の早期把握と手帳取得等の支援

○一人一人の多様な教育ニーズに応じた特別支援教育の充実
○教育支援体制の強化（教職員の専門性向上等）
○教育環境整備の推進（特別支援学校の整備等）
○空き店舗等を活用した障害者芸術作品発表機会の提供
○障害者スポーツ拠点の全県展開
○障害者スポーツの場としての特別支援学校等の活用
○障害のある人の留学や海外旅行等に関する情報提供

○事業協同組合等算定特例や特例子会社の設立支援
○障害者就業・生活支援センターの運営・機能の強化
○ジョブコーチ等を活用した職場定着支援の推進
○障害を理由とする職場での差別的取扱の禁止の徹底
○授産商品の高度化や新商品・新規業務開拓等の支援
○県内複数拠点における授産商品共同受注窓口の整備
○加齢等による一般就労から福祉的就労への回帰の支援

○県営住宅を活用したグループホーム開設マッチング支援
○入所を必要とする人への的確なケアマネジメントの実践
○体験入所を含む短期入所が可能な施設の拡充
○鉄道駅等でのエレベーターや転落防止設備等の設置促進
○公的機関職員等を対象とする手話講座の推進
○ICTを活用したコミュニケーション支援の促進

○地域協議会を活用した差別解消のための意見交換
○差別事例の蓄積とそれらを活用した啓発活動の実施
○障害者権利擁護センター等を核とする虐待防止の推進
○在宅生活の障害のある人に対する声掛けや安否確認推進
○耐震・耐火構造を備えた福祉施設等を福祉避難所に活用
○特別支援学校等における消費者教育等の推進
○ひょうごDPATによる災害時の精神科医療体制の確立

27年度 32年度 37年度 42年度 47年度 52年度

5,532（千人）
5,421

5,268

5,088

4,887

4,673

6.27%

6.49%
6.60%

6.73%

6.94%

7.27%

県全体人口 障害者率

・障害者福祉が直面する課題を５つの取組分野に整理し、それぞれに「めざすべき理想像」「実現したいこと」を掲げて施策を推進

※市町域での整備が困難な場合は圏域内での相互供給体制を構築

対象となる障害の範囲４

・発達障害や難病に加え、外的要素等により支援を要する人
も対象に捉えるほか、様々な状況によって障害のある人が
直面する複合性についても配慮

身体障害者
知的障害者
精神障害者
難病患者 等

本人及び
外的な要素
によって
支援の
必要な人触法

子ども

災
害
や
急
激
な
金
融
危
機
等
、
突
発
的

に
生
じ
得
る
状
況
に
つ
い
て
も
配
慮

平
時
か
ら
特
に
意
識
す
べ
き
配
慮
要
因

高齢

女性

2040 年(平成52年度)の“未来予想図”

障害が１つの個性として浸透し、街中
などを行き交う中で、人々がごく自然
に接し合う風景

年(平成32年度)の“目標”

障害のある人もない人も、皆が支え合い、
住みたい地域・場所で、ともに暮らして
いけること

取
組
の
キ
ー
ワ
ー
ド

障害のある人が、地域の一員として生涯
安心して当たり前に暮らし、誰もが共に
支え合う社会の実現

取
組
の
視
点

①障害のある人ができる限り自分で決定を
行える環境を整え、その結果を尊重する視点

②障害特性等に配慮した“その人のため、本人
中心”意識を持ち、「自助・共助・公助」の
支え合いを実践する視点

③障害のある人が、自分らしく生きる権利を
尊重される、差別のないユニバーサルな
社会をつくりあげる視点

自己決定

障害のある人が、必要に応じて支援を受
けつつ、“自分の生き方”を自分で決め、
その生き方が尊重される社会の実現

共生

2020 計
画
の
位
置
付
け

21世紀兵庫長期ビジョン

ひょうご障害者
福祉計画

☛
県がめざすべき障害
者のための社会像
（終期：2040年）

障害のある人を取り巻く
諸環境についての実施
計画（終期：2020年）

☛

☛
障害福祉サービス等の
見込量を定める業務
計画（終期：2017年）

サービス等
見込量

民間
○障害福祉サービス等の提供
○インフォーマルなサービスの提供・地域での支え合い 等
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❶「ひと」分科会（以下、敬称略） 11/26(火)13:00～15:00農業共済会館

区分 氏名 役職名 専門等

委員 福田　好宏 社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会副会長兼常務理事 人材

委員 井上三枝子 公益財団法人兵庫県手をつなぐ育成会理事長 家族

委員 河上　翔吾 公募委員（知的障害者当事者） 当事者

有識者 井澤　信三 兵庫教育大学大学院教授　特別支援教育専攻 教育・発達

有識者 西田　健次郎 兵庫県教育次長 教育

❷「参加」分科会　1/22(水)　9:30～11:30　県民会館鶴の間

区分 氏名 役職名 専門等

委員 高井　敏子 加古川就業・生活支援センター所長 就労・支援

委員 田中　裕子 兵庫県経営者協会副会長 就労・雇用

委員 広野　ゆい NPO法人発達障害をもつ大人の会代表 発達

有識者 増田　和茂 公益財団法人兵庫県障害者スポーツ協会理事 スポーツ

有識者 服部　正 甲南大学文学部人間科学科教授 芸術

兵庫県障害福祉審議会分科会一覧（R元.11）

幹事課 ユニバーサル推進課、労政福祉課、特別支援教育課

【対象分野】
就労支援、法定雇用、農福連携、職業訓練、障害者差別解消、障害者
虐待防止、成年後見、芸術文化、障害者スポーツ、ユニバーサルツー
リズム

※当局出席者：中井班長、八木班長

※当局出席者：阪田班長

関係所属 能力開発課

幹事課

【対象分野】

ユニバーサル推進課、特別支援教育課

学校教育、生涯学習、いじめ問題、幼児教育・保育の提供体制、地域
福祉、発達障害、特別支援教育、障害児支援、地域福祉の人材育成

関係所属 社会福祉課、こども政策課、教育委員会各課
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兵庫県障害福祉審議会分科会一覧（R元.11）
資料１－４

❸「情報」分科会　2/18(火) 14:00～16:00 県民会館亀の間

区分 氏名 役職名 専門等

委員 谷口　泰司 関西福祉大学社会福祉学部教授 全般

委員 和田　修 公益財団法人兵庫県身体障害者福祉協会理事長 身体

委員 足立　達哉 公募委員（身体障害者当事者） 当事者

有識者 濱口　直哉 東播磨圏域コーディネーター（相談支援専門員） 相談支援

有識者 大谷　武 社会福祉法人兵庫県視覚障害者福祉協会副会長 視覚

区分 氏名 役職名 専門等

委員 宮田　広善 姫路聖マリア病院重度障害総合支援センター長 医療

委員 玉木　幸則 一般社団法人兵庫県相談支援ネットワーク代表理事 相談支援

委員 北岡　祐子 一般社団法人兵庫県精神保健福祉士協会会長 精神

委員 畠中　友希 公募委員（精神障害者当事者） 当事者

委員 野村　恭代 大阪市立大学大学院生活科学研究科准教授 地域移行

有識者 室﨑　千重 奈良女子大学生活環境学部住環境学科准教授 住・インフラ

委員

※当局出席者：藤本副課長、藤井主幹

幹事課 ユニバーサル推進課、都市政策課

関係所属 医務課、疾病対策課

【対象分野】
意思疎通支援（手話、要約筆記等）、情報アクセシビリティ、通訳者
等の育成、ICTの活用、防災・防犯対策

関係所属 地域安全課、防災企画課

幹事課 ユニバーサル推進課

※当課出席者：中井班長、八木班長、山下班長、結城主幹

❹「まち、もの」分科会　11/25(月)15:00～16:30、2/4(火) 9:30～11:30　いずれも県民会館鶴の間

【対象分野】
住宅・都市インフラのユニバーサル化、バリアフリー、相談支援、障
害福祉サービス、地域移行、精神保健、医療（研究開発含む）、難
病、疾病、経済的自立、福祉用具

他の３分科会の会長についても委員として参加する



次期ひょうご障害者福祉計画・第6期障害福祉推進計画策定スケジュール(詳細)

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

● ● ●

R２年度・第１四半期 R２年度・第２四半期 R２年度・第３四半期 R２年度・第４四半期

４月 ５月 ６月 ７月 ９月 10月 11月 12月 １月

令和元年11月1日現在

２月 ３月

〈概要案検討期〉 〈骨子案作成期〉 〈本文案作成期〉 〈本文案とりまとめ〉 〈策定〉〈準備期〉 〈課題抽出・意見集約期〉

８月

庁内協議等

各県民局

障 害 福 祉 審 議 会

ひ と 分 科 会

参 加 分 科 会

情 報 分 科 会

まち、もの分科会

計 画 の 精 度

R元年度・第３四半期 R元年度・第４四半期

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

現行計画の評価・検証

第2回分科会準備

各市町

県民・団体

障 害 福 祉 局 内

分科会日程調整等

数値目標・見込設定

基本統計資料整備

障害福祉審議会分科会
議論内容を提供

骨子案検討 本文案検討 了承

３年度当初予算編成

●金澤副知事協議

●知事協議 ●重要施策
知事協議

●パブコメ案
知事協議

●知事査定

●金澤副知事協議

●荒木副知事協議

政

策

会

議

・策定スケジュール
・市町による住民調査
・進捗確認ルール提示等

・圏域コーディネーターと案検討

●方向性案の提示

・圏域コーディネーター
と案検討

●骨子案の提示

・圏域コーディネーターと案検討

●31年度
実績照会

●3～5年度
見込量照会

●市町計画
策定

●圏域計画
提出

（
国
第
６
期
障
害
福
祉
計
画
指
針
）

県

民

局

・

市

町

向

け

説

明

会

●常任委員会 ●２月県議会●議会説明

●知事
伺い

（
県
民
局
単
位
で
会
議
を
実
施
）

県
か
ら
第
一
次
数
値
目
標
案
提
示

（
メ
ー
ル
連
絡
で
実
施
）

県
か
ら
第
二
次
数
値
目
標
案
提
示

●本文案の提示

・審議会非構成団体を対象

●骨子案
団体意見聴取

・審議会非構成団体を対象

●本文案
団体意見聴取

パブリックコメント

障害者雇用・就労
対策本部会議

●サマーレビュー
知事協議

●県民意見公募

●団体意見公募
●団体ヒアリング

●今年度中に1回開催（まち、もの分科会は2回）

※1回目の目的は、事務局が整理した現行計画の評価検証結果を基に、各委員
から課題と思われるものを出してもらうこと。

議論の基となる県の評価・検証結果

意見・要望等

●６月までに1回開催

※2回目の目的は、1回目で表出された課題等に
ついてのアプローチをまとめるとともに、今回
計画のポイントとなる項目を示すこと。

1回目の議論を受けた事務局案

●特別委員との意見交換
（障害者委員会）

●特別委員との意見交換

●31年度
予備評価照会

●31年度
予備評価照会

２年度当初予算編成

必要であれば実施
（負担が大きい）
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